
病院、社会福祉施設等における情報提供・第三者評価制度の概要

制度の概要

資料２－３⑥

１ 「医療機能情報の提供」制度

制度の概要

医療法第６条の３の規定に基づき、医療機関に対し、医療機関の医療機能に関する一定の情報について、

都道府県への報告を義務付け、都道府県が情報を集約してわかりやすく提供する仕組みを創設（薬局につい
ても同様の仕組みを創設）

医療機関の管理者に対し、

医療機能に関する一定の情報に

○集約した情報をインターネット等で

わかりやすく提供

医

療

都

道 住

様 組 を創設）

ついて、報告を義務化 ○医療安全支援センター等による相談、助言

療

機

関

府

県
民

○ 「一定の情報」は、医療機関でも閲覧可能
○ 正確かつ適切な情報の積極的な提供を行うよう努める責務
○ 患者等からの相談に適切に応ずるよう努める責務

民

○ 患者等からの相談に適切に応ずるよう努める責務

【基本情報】
①名称 ②開設者 ③管理者 ④所在地 ⑤電話番号 ⑥診療科目 ⑦診療日 ⑧診療時間 ⑨病床

種別及び届出・許可病床数一種別及び届出 許可病床数

【基本情報以外の全ての情報】
①管理・運営・サービス等に関する事項（アクセス方法、外国語対応、費用負担等）
②提供サービスや医療連携体制に関する事項（専門医（※広告可能なものに限る）、保有する設備、

定
の
情
報②提供サ 医療連携体制 関する事項（専門医（ 広告可能なも 限る）、保有する設備、

対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンドオピニオン対応、地域医療連携体制等）
③医療の実績、結果に関する事項（医療安全対策、院内感染対策、クリティカルパスの実施、診療情報
管理体制、情報開示体制、治療結果に関する分析の有無、患者数、平均在院日数等）

報
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【医療機能情報の公表例】

※ 北海道ＨＰから引用
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○ 医療法抜粋

第６条の３ 病院、診療所又は助産所（以下この条において「病院等」という。）の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療
を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事
に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。

２ 病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、
当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。

３ 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供すること電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供すること
ができる。

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公
署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。

５ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

○ 医療法施行規則抜粋

６ 省略

第１条 医療法（昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。）第六条の三第一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都
道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。

２ 法第六条の三第一項の規定により、病院、診療所又は助産所（以下「病院等」という。）の管理者が当該病院等の所在地の都道府県
知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。

第１条の２ 法第六条の三第二項の規定により 病院等の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならな第１条の２ 法第六条の三第二項の規定により、病院等の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならな
い事項は、別表第一第一の項第一号に掲げる基本情報とする。

２ 省略
第１条の３ 病院等の管理者は、法第六条の三第三項の規定により、同条第一項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載
すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下この章において「電磁的方法」とい
う。）であつて次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイル
への記録の方式を示さなければならない。

２ 省略
第１条の４ 都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、次に
掲げる方法により公表しなければならない。掲げる方法により公表しなければならない。
一 医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院
等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法

二 書面による閲覧又は電磁的記録に記録された情報の内容を紙面若しくは出力装置の映像面に表示する方法 3



○ 別表第一 （第一条関係）

第一 管理、運営及びサービス等に関する事項
一 基本情報
・ 病院等の名称、開設者、管理者、所在地等の情報
・ 病床種別及び届出又は許可病床数 等

二 病院等へのアクセス
・ 病院等までの主な利用交通手段、病院等の駐車場等
・ 予約診療の有無、面会の日及び時間帯 等

三 院内サービス等
・ 院内処方の有無、対応することができる外国語の種類
・ 障害者、車椅子利用者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの 等

四 費用負担等
・ 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの
・ 選定療養 等

第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス

・ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格の種類として厚生労働大臣
が定めるもの及びその種類毎の人数

・ 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
・ 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの 等

第三 医療の実績、結果等に関する事項
一 医療の実績、結果等に関する事項
・ 病院の人員配置
・ 看護師の配置状況
・ 法令上の義務以外の医療安全対策 等

第四 その他厚生労働大臣の定める事項 4



２ 「病院機能評価」の概要等

事業の経緯

平成５年、厚生省に「病院機能評価基本問題検討会」を設置、検討し、平成６年にまとめた報告書において、第三
者による医療機能評価の実施及び第三者の立場から学術的・中立的な医療機関の評価を行う公益法人の設立の
必要性が提言された。

これを受けて、（財）日本医療機能評価機構が平成７年に設立され、平成９年より病院機能評価事業が開始

病院機能評価の概要

病院組織運営、医療提供組織運営、患者の権利と安全確保体制、療養環境、サービス等について評価を行い、報
告書としてまとめるとともに 一定の評価結果を有する病院を認定する 認定病院は 当機構ＨＰで情報提供がなさ告書としてまとめるとともに、 定の評価結果を有する病院を認定する。認定病院は、当機構ＨＰで情報提供がなさ
れ、シンボルマーク使用、ポスター掲示等をすることができる。
※ 認定病院数は、平成２２年５月７日現在で２，５６６（全病院数８，７６６の約２９％）

評価の流れ 公表の例

受審申込み

受審病院説明会

・病院機能の現況調査票の提出
・自己評価調査票の提出

・審査方法について説明

書面審査 自己評価調査票の提出
・病院資料の提出

・書面審査の分析結果を事前の参考資料として、
複数のサーベイヤーが訪問審査

書面審査

訪問審査

5

複数のサ ベイヤ が訪問審査

・認定期間は５年間結果発表 認定

※ (財)日本医療機能評価機構ＨＰから引用



３ 「介護サービス情報の公表」制度

制度の概要制度の概要

介護保険法第１１５条の３５の規定に基づき、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が、そ

の自立に向け、適切かつ円滑にサービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして
定められた「介護サービス情報（基本情報・調査情報）」の各項目について 介護サービス事業所が定期的に都定められた「介護サービス情報（基本情報・調査情報）」の各項目について、介護サービス事業所が定期的に都
道府県知事に報告することを義務づけるとともに、都道府県知事に対して、調査情報についての事実確認調査
を行うことや、その結果を含めた介護サービス情報公表することを義務付ける制度である。

全ての介護保険事業者全ての介護保険事業者

（あらかじめ定められた介護サービス情報を都道府県知事へ報告）

【介護サービス情報】

（利用者による事業者 施設 選択に資するサ ビ 毎 情報）（利用者による事業者・施設の選択に資するサービス毎の情報）

【基本情報】 【調査情報】

都道府県知事又は指定調査機関 調 報告内容について事実都道府県知事又は指定調査機関
（都道府県が指定）

○中立性・公平性、課題の均質性の確保

調
査
員そのまま報告

（年１回程度）
報告
（年１回程度）

報告内容について事実
かどうか確認調査

連携

都道府県知事又は指定情報公表センター
（都道府県が指定）

【介護サービス情報を公表】

参照

利 用 者 （高 齢 者）
介護サービス情報に基づく比較検討を通じて、介護保険事業者を選択 6



【介護サービス情報の公表例】

※ 千葉県ＨＰから引用
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○ 介護保険法抜粋

（介護サービス情報の報告及び公表）
第１１５条の３５ 介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指第１１５条の３５ 介護サ ビス事業者は、指定居宅サ ビス事業者、指定地域密着型サ ビス事業者、指定居宅介護支援事業者、指
定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは
指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定める
サービス（以下「介護サービス」という。）の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、
その提供する介護サービスに係る介護サービス情報（介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況
に関する情報であって 介護サ ビスを利用し 又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サ ビスを利用する機会に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会
を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を、当該介護サービスを提供する
事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

２ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生
労働省令で定めるものについて、調査を行うものとする。

３ 都道府県知事は、前項の規定による調査が終了した後、第一項の規定による報告の内容及び前項の規 定による調査の結果のうち
厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。

４～７ 省略

○ 介護保険法施行規則

（法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める報告の内容及び調査の結果）
第１４０条の４７ 法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める報告の内容及び調査の結果は、別表第一に掲げる項目に関
する情報に係る報告の内容及び別表第二に掲げる項目に関する情報に係る調査の結果とするする情報に係る報告の内容及び別表第二に掲げる項目に関する情報に係る調査の結果とする。

○ 別表第一（抜粋）

一 事業所又は施設を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局に関する事項
二 当該報告に係る介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
三 事業所等において介護サービスに従事する従業者に関する事項
四 介護サービスの内容に関する事項
五 当該報告に係る介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
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五 当該報告に係る介護サ ビスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
六 その他都道府県知事が必要と認める事項



○ 別表第二（抜粋）

第一 介護サービスの内容に関する事項
介護サ ビスの提供開始時における利用者等 入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり 利用者 入所者一 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者

又は入院患者等の権利擁護等のために講じている措置
・ 入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況
・ 利用者等、入所者等又は入院患者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況
・ 成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況 等

者 ビ 確保 講二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
・ 認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況等
・ 利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況
・ 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況
・ 移動の介助及び外出に関する支援の質の確保のための取組の状況移動の介助及び外出に関する支援の質の確保のための取組の状況
・ 入浴の介護の質の確保のための取組の状況
・ 身体的拘束等の排除のための取組の状況
・ 機能訓練の実施及び質の確保のための取組の状況 等

三 相談、苦情等の対応のために講じている措置
・ 相談 苦情等の対応のための取組の状況・ 相談、苦情等の対応のための取組の状況

四 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置
・ 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況等
・ 福祉用具の使用状況の確認のための取組の状況等
五 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携

介護支援専門員等と 連携 状況 主治 医師等と 連携 状況・ 介護支援専門員等との連携の状況、主治の医師等との連携の状況
・ 訪問看護ステーションとの連携の状況
・ 予防認知症対応型通所介護
・ 他の介護サービス事業者等との連携の状況等 等

第二 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項
一 適切な事業運営の確保のために講じている措置
二 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置
四 情報の管理 個人情報保護等のために講じている措置四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置
五 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置

第三 都道府県知事が必要と認めた事項 9



４ 「福祉サービス第三者評価事業」の概要等

事業の経緯

平成１０年 厚生省に「福祉サ ビスの質に関する検討会 を設置 検討し 平成１３年に「福祉サ ビスにおける平成１０年、厚生省に「福祉サービスの質に関する検討会」を設置、検討し、平成１３年に「福祉サービスにおける
第三者評価事業に関する報告書」がとりまとめられた。

これを受けて、厚生労働省より「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について（指針）」が通知され、全国
社会福祉協議会及び都道府県推進組織による第三者評価事業が開始

福祉サービス第三者評価事業の概要

全国社会福祉協議会が作成したガイドラインに基づき、都道府県推進組織が第三者評価基準を策定。評価項目は
組織の基本方針 経営状況 人材 安全管理 地域連携 サービスの質・提供状況等 都道府県推進組織が第三者組織の基本方針、経営状況、人材、安全管理、地域連携、サ ビスの質 提供状況等。都道府県推進組織が第三者
評価機関を認証（社会福祉法人、NPO、営利法人等）。評価結果は事業所の同意を得て第三者評価機関及び都道府
県推進組織（WAM‐NET（福祉医療機構HP))により公表される。
※ WAM-NET評価結果掲載件数1428件（平成２２年５月１９日現在）

評価の流れ

評価契約の締結・事前説明 ・運営者、職員、利用者に評価
方法等について説明

公表の例 ※WAM‐NETから引用

方法等について説明

事業評価
（自己評価）

評価機関による
利用者調査

訪問調査

評価報告書作成 公表
WAM‐NET
第三者評価機関 10


